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お知らせ

　　

平
成
24
年
度
は
固
定
資
産
の
評
価
替
え

の
年
で
す
。

●
固
定
資
産
税
お
よ
び
都
市
計
画
税

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日(

賦

　

課
期
日)

に
、
土
地
、
家
屋
、
償
却
資

　

産
を
所
有
し
て
い
る
人
が
納
め
る
税
金

　

で
、
福
祉
、
教
育
、
ご
み
処
理
経
費
な

　

ど
の
市
の
基
礎
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

　

支
え
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま

　

す
。

　

都
市
計
画
税
は
都
市
計
画
事
業(

交
通

　

施
設
、
公
共
空
地
、
上
下
水
道
な
ど)

　

や
区
画
整
理
事
業
に
要
す
る
費
用
に
あ

　

て
る
た
め
に
目
的
税
と
し
て
課
税
さ
れ

　

る
も
の
で
す
。

　

固
定
資
産
税
の
税
率
は
１
・
４
％

　

都
市
計
画
税
の
税
率
は
０
・
２
％

　

と
な
っ
て
い
ま
す
。

●
評
価
替
え
と
は

　

固
定
資
産
税
は
土
地
、
家
屋
、
償
却
資

　

産(

業
務
用
の
機
械
、
備
品
な
ど)

の
評

　

価
額
か
ら
算
出
さ
れ
ま
す
。
そ
の
評
価

　

額
を
３
年
ご
と
に
見
直
す
制
度
が
と
ら

　

れ
て
お
り
、
こ
れ
を
「
評
価
替
え
」
と
い

　

い
ま
す
。

　

本
来
な
ら
毎
年
評
価
替
え
を
行
い
、
こ

　

れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
適
正
な
時
価
」

　

を
も
と
に
課
税
を
行
う
こ
と
が
納
税
者

　

間
に
お
け
る
税
負
担
の
公
平
に
資
す
る

　

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
膨
大
な
量
の
土

　

地
、
家
屋
に
つ
い
て
毎
年
度
評
価
を
見

　

直
す
こ
と
は
、
実
務
的
に
不
可
能
で
あ

　

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
土
地
と
家
屋
に
つ

　

い
て
は
原
則
と
し
て
３
年
ご
と
に
評
価

　

額
を
見
直
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
地
価
の
下
落
が
認
め
ら
れ
る

　

場
合
に
は
評
価
替
え
の
年
で
な
く
て
も

　

評
価
額
の
下
落
修
正
を
行
い
ま
す
。

●
土
地
の
評
価
替
え

　

土
地
の
評
価
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
た

　

「
固
定
資
産
評
価
基
準
」
に
も
と
づ
い

　

て
、
地
目
別
に
定
め
ら
れ
た
評
価
方
法

　

に
よ
っ
て
評
価
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

　

ま
す
。

①
地
目

　

固
定
資
産
税
の
評
価
上
の
地
目
は
、
田
・

　

畑
・
宅
地
・
池
沼
・
山
林
・
原
野
・
鉱

　

泉
地
・
牧
場
・
雑
種
地
を
い
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
登
記
簿
上
の
地
目
に
か
か
わ

　

り
な
く
、
そ
の
年
の
１
月
１
日(

賦
課

　

期
日)

の
現
況
の
地
目
で
評
価
し
ま
す
。

②
地
積(

面
積)

　

原
則
と
し
て
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
て
い

　

る
地
積
に
な
り
ま
す
。

③
価
格(

評
価
額)

　

評
価
は
、
売
買
実
例
価
格
を
基
と
し
た

　

正
常
売
買
価
格
を
基
礎
と
し
て
求
め
ま

　

す
。

●
家
屋
の
評
価
替
え 

　

平
成
24
年
１
月
１
日
ま
で
に
建
築
さ
れ

　

た
家
屋
の
再
建
築
価
格(

今
、
同
じ
家

　

屋
を
建
て
た
と
し
た
ら
建
築
費
は
い
く

　

ら
に
な
る
の
か)

を
求
め
、
こ
れ
に
「
建

　

築
物
価
の
変
動
割
合
」
と
「
経
年
減
点
補

　

正
率
」
を
反
映
し
て
、
評
価
額
を
見
直

　

し
ま
す
。

①
建
築
物
価
の
変
動
割
合

　

建
築
物
価
の
変
動
割
合
と
は
平
成
21
年

　

度
と
平
成
24
年
度
の
建
築
物
価
の
変
動

　

を
比
べ
た
指
数
で
す
。

②
経
年
減
点
補
正
率

　

家
屋
は
古
く
な
る
た
め
、
そ
の
経
過
年

　

数
を
評
価
額
に
反
映
さ
せ
ま
す
。

　

そ
れ
が
経
年
減
点
補
正
率
で
、
評
価
替

　

え
の
た
び
に
数
値
は
低
く
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
家
屋
が
存
在
す
る
限
り
は
使

　

用
価
値
が
あ
る
た
め
、
最
低
数
値
０
・
２

　

に
な
っ
た
後
は
据
え
置
か
れ
ま
す
。

　

最
低
数
値
に
な
る
ま
で
の
期
間
は
、
一

　

般
的
な
木
造
住
宅
で
は
約
25
年
、
鉄
骨

　

造
り
の
住
宅
で
は
約
40
年
で
す
。

　

評
価
額
は
増
改
築
、
取
り
壊
し
な
ど
が

　

な
い
限
り
、
平
成
24
年
度
か
ら
平
成
26

　

年
度
ま
で
の
３
年
間
は
据
え
置
か
れ
ま
す
。

　

平
成
24
年
度
の
固
定
資
産
税
に
関
す
る

帳
簿
の
縦
覧
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

●
期
　
間

　

４
月
２
日(

月)

〜
５
月
１
日(

火)
　

(
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

●
時
　
間

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

　

(

月
・
火
・
木
・
金
曜
日)

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時
15
分

　

(

水
曜
日
の
み)

●
場
　
所

　

市
役
所
税
務
課(

南
別
館
２
階)

　

湯
津
上
支
所(

総
合
窓
口
課)

　

黒
羽
支
所(

管
理
課)

●
縦
覧
で
き
る
方

・
本
市
に
所
在
す
る
土
地
の
固
定
資
産
税

　

の
納
税
者(

土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
が

　

縦
覧
で
き
ま
す)

・
本
市
に
所
在
す
る
家
屋
の
固
定
資
産
税

　

の
納
税
者(

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
が

　

縦
覧
で
き
ま
す)

・
納
税
者
の
代
理
人(

委
任
状
が
必
要
で
す)

・
納
税
管
理
人

・
納
税
者
と
同
居
の
親
族

・
法
定
相
続
人(

相
続
人
で
あ
る
こ
と
を

　

証
明
す
る
戸
籍
謄
本
な
ど
の
書
類
が
必

　

要
で
す)

●
縦
覧
で
き
る
帳
簿

・
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

　

土
地
の
所
在
地
番
ご
と
に
地
目
、
地
積
、

　

価
格
な
ど
を
表
示
し
て
い
ま
す
。

・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

　

家
屋
の
所
在
地
番
ご
と
に
種
類
、
構
造
、

　

床
面
積
、
価
格
、
建
築
年
次
な
ど
を
表

　

示
し
て
い
ま
す
。

《不
服
審
査
申
出
に
つ
い
て
》

　

固
定
資
産
税
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て

　

い
る
価
格
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、

　

納
税
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
翌
日
か

　

ら
起
算
し
て
60
日
以
内
に
、
固
定
資
産

　

評
価
審
査
委
員
会
に
対
し
て
、
審
査
の

　

申
し
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
資
産
税
係

　
　
　

(

２
３)

８
７
２
６

固
定
資
産
税
に
関
し
て
の

お
知
ら
せ

固
定
資
産
税
に
関
す
る
帳
簿

の
縦
覧
に
つ
い
て

固
定
資
産
税
評
価
替
え
に
つ
い
て


